
業務区分と従事できる工事業の考え方

①在留資格上の業務区分は、作業の性質をもとにした分類であり、作業現場の種類による分類ではない。
従事する作業については、現場を問わず実施可能。
元請け企業においては、下請け企業との請負契約による工事（作業）に携わる際に適した在留資格であることを確認【参考１】

②各在留資格で実施できる工事の範囲は【参考２】のとおり。

※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意
が必要。

＜【参考１】特定技能外国人の現場入場イメージ＞

従
事
す
る
こ
と
が
可
能
な
範
囲

さく井工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
造園工事業
大工工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
塗装工事業
防水工事業
石工事業
機械器具設置工事業

大工工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
塗装工事業
防水工事業
石工事業
機械器具設置工事業
内装仕上工事業
建具工事業
左官工事業
タイル・れんが・
ブロック工事業

清掃施設工事業
屋根工事業
ガラス工事業
解体工事業
板金工事業
熱絶縁工事業
管工事業

板金工事業
熱絶縁工事業
管工事業
電気工事業
電気通信工事業
水道施設工事業
消防施設工事業

＜【参考２】各在留資格で実施できる工事の範囲＞

土木現場

【主として土木施設に
係る作業】
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【主として建築物に
係る作業】
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【主としてライフライン・
設備に係る作業】

土木 建築 ラ・設

建築現場 ライフライン・
設備現場

土木 建築 ラ・設

造園工事 左官工事 電気工事

請負契約による工事（作業）に適した在留資格で
あれば、どの現場でも入場可能
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